
総務・企画常任委員会 

 

◎ 開催日時  令和２年３月10日（火） 11時31分～11時42分 

 

◎ 開催場所  第一委員会室 

 

◎ 説 明 員  総務部長および関係職員 

 

◎ 議事の概要 

 

【総務部所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第17号 滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（２）議第19号 滋賀県公立大学法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法 

第19条の２第４項の額を定める条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（３）議第21号 滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（４）議第22号 滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（５）議第23号 滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関 

する条例等の一部を改正する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（６）議第24号 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正 

する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（７）議第25号 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例等の一部を改正す 

る条例案 

   ［結果］ 賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。 

   委員からは、より多様な働き方を実現するということで結構なことであると思う、

中小企業ではこのような取り組みができないのが大半であり、県だけが前進している

だけで他がついてこない状況もあることを認識すべきである、などの意見が出された。 

 

（８）議第26号 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 



 

（９）議第27号 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（10）議第29号 滋賀県税条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（11）議第31号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（12）議第52号 包括外部監査契約の締結につき議決を求めることについて 

   ［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（13）請願第３号 消費税率を５％に引き下げることを求めることについて 

   ［結果］  賛成なしで不採択とすべきものと決した。 

 

２ 所管事項調査 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

今後企業の倒産も出てくる可能性があり、県税に非常に大きな影響を及ぼすことも予

測されることから、雇用情勢などを注視しながら、商工観光労働部とも連携を密にして

経済対策を図ってもらいたい、などの意見が出された。 

 

（２）びわこボートレース場中期経営計画2020（案）について 

 

３ 一般所管事項調査 

 

 

 

 

 委員会で配付された資料 

１ 滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案要綱 

２ 滋賀県公立大学法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の２ 

第４項の額を定める条例案について 



３ 滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例案要綱 

４ 滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例案要綱 

５ 滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例等 

の一部を改正する条例案要綱 

６ 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案 

  要綱 

７ 「柔軟な働き方」に係る取組について 

８ 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

９ 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例案要綱 

10 滋賀県税条例の一部を改正する条例案について 

11 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案要綱 

12 新型コロナウイルス感染症への対応について 

13 びわこボートレース場中期経営計画2020（案）について 

 


